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《単位子ども会活動に関するＱ＆Ａ問答集》 

 

【子ども会の加入について】 

Q 新１年生について必ず子ども会に加入しないと（させないと）いけないのですか 

A 子ども会への加入の強制はありません。 

 

 

【コロナ禍における活動について】 

Q 子ども会で活動を行っても良いですか 

A 現時点で自粛等の要請はありませんので活動可能です。 

なお、活動する際は新型コロナウイルス対策を徹底し、子ども会の状況に応じて活

動の可否の判断をお願いいたします。 

※宮城県内で緊急事態宣言等が発令された場合、自粛を要請する可能性がありま

す。 

 

Q 子ども会に加入していますが、活動するにあたって新型コロナウイルスに不安があ

ります。子ども会で活動するとなったら必ず参加しないといけないでしょうか。 

A 新型コロナウイルスに対する不安はご家庭の状況等により、様々あると考えられま

すので無理に参加いただく必要はございません。 

 

 

【安全共済会について】 

Q 安全共済会は必ず入らないといけないのですか。 

A 必ず加入しないといけないものではございません。子ども会で判断していただいて

構いません。 

なお、安全共済に加入しておりますと、子ども会活動中、または活動先へ向かう途

中に、お子様や保護者が怪我をしてしまったり第３者へ危害を加えてしまったりし

た場合、保障されます。 

※状況によって保障されない場合もあります。 

 

Q 安全共済において大人の加入は必要ですか。 

A １単位子ども会ごとに、１名以上の大人の加入が必要となります。 

大人の加入人数は１名以上であれば子どもで判断していただいて構いません。 
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Q 安全共済会に未就学児を加入させたいです。 

A 未就学児の加入条件として、保護者も同時に加入することが必要になります。 

※全国子ども会連合会では、未就学児の加入について３歳以下は保護者の加入が条

件となっておりますが、富谷市内子ども会においては、富谷市子ども会育成連合会

会則により４歳以上の未就学児についても保護者の加入が必要です。 

 

 

Q 子ども会活動中に新型コロナウイルス感染症に感染したと思われる場合、医療共済

金や賠償責任保険の支払いはどうなりますか。 

A 医療共済金の支払いについて、個別の状況に応じて判断が変わりますので一概に対

象になるかどうかは判断できません。 

また、損害賠償保険金の支払いについて、子ども会側に法律上の賠償責任が生じる

かどうかになりますが、通常は子ども会側に責任が生じるとは考え難く、支払いは

難しいと判断しています。 

 

 

Q 安全共済のリーフレット『子ども会に入ろう！』を会員に配布しようとしたら数が

足りません。 

A 市の公式 HP に掲載しておりますので、そちらをご活用ください。 

また、事務局（富谷武道館事務室）にて適宜配布をしております。 

 

 

【その他】 

Q 子ども会貸出物品はどのようにすれば借りることができますか。 

A 生涯学習課（富谷武道館）の窓口または電話でご予約できます。利用される前に申

請書の提出をお願いいたします。物品は全て富谷武道館にございます。 

 

Q 令和３年度集団資源回収事業奨励金交付に関する登録手続きについて教えてくだ

さい。 

A 生活環境課が窓口となっておりますので、そちらへお問い合わせください。 

問い合わせ先：022-358-0515 

 


